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〔訳者表えがき〕

　本所報第99号でILO（国際労働機関）の

「協同組合勧告見直しについて」を訳出し、ご

紹介しました。本号では、そのためのIL0の

報告から、第1章「21世紀に向かう協同組合」

「2．協同組合の可能性」の「2．2経済的諸活動」

の一部（「生産協同組合と労働者協同組合」

「雇用確保」の項）、「2．3社会的サービス」「2．4

公共生活および市民杜会における協同組合の

役割」、第2章から「3．協同組合法制」を抄訳

したものです。

　私たちはいま、「『協同労働の協同組合』法

制化をめざす市民会議」を立ち上げ、これを

全市民的な取り組みに発展させることを決意

しました。

　これは、①r協同労働の協同組合」を特定

の人びとの取り組みに終わらせず、すべての

男女・世代の働く人びと・市民の普遍的な取

り組みに発展させながら、②その取り組みを

市民の自立と協同の支援、および都市と農村

の双方にわたるコミュニティの再生を通した

新しい日本の経済・社会・政治の創造という

普遍的な政策に結びつけ、③その一環として、

多様な「協同労働の協同組合」を可能にする

普遍的な法律を制定することをめざすもので

す。

　ILOの本報告の存在そのものと、その中の

記述を見るにつけ一たとえば1995年コペン

ハーゲン「社会開発サミット」における協同

組合の位置づけの紹介をとっても一世界の

流れと日本の政治・行政との大きな落差を感

じずにはおられません。

　法制化の取り組みを通じて私たちは、労

働・政策・法制のそれぞれから、「協同労働」

とその協同組合の「三つの普遍化」を追求し、

現在の閉塞的な状況に新鮮な風を吹き込み、

市民が真に主体となっていく、新しい日本の

姿をつくりだしていきたいと、強く思います。

　ILOの協同組合勧告見直しの作業は、その

意味から。．きわめて注目すべき動きであると

確信します。今回、直接「協同労働」に関わ

る部分を、拙速を省みず訳出しましたが、日

本の協同組合運動や労働運動の実践と、それ

に関わる研究者の人びとの手で、本報告を全

訳し、協同組合新勧告の採択、および日本の

政治・行政の基準としての定着を図っていく

ことを訴えたいと考えます。

報告の構成と全容は、次の通りです。
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経済的効果
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変化しつつある環境、

変化しつつある役割
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ー協同組合にとっての可能性と危険

分権化がもたらす新しい希望と挑戦課題
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一参加プラス合併

2．3．3協同組合的社会サービスの未来

2．4　公共生活および市民杜会における協同

　　　組合の役割

2．4．1　はじめに

2．4．2工業化諸国における協同組合と市民杜会

2．4．3発展途上諸国における協同組合と市民社会

2．4．4移行諸国における協同組合と市民杜会

第2章成功の前提条件

1．協同組合的起業家精神と管理技能

2．政府の政策と協同組合

2．1　背景

2．2　協同組合に関連する公共政策

2．2．1協同組合は何を期待すべきか
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概観

経済活動の協同組合的展開における趨勢

協同組合と経済・杜会発展

杜会的サービス

概観

杜会サービスの協同組合的供給におけ

る趨勢

3．協同組合法

3．1　協同組合法の諸形態

3．2　協同組合法の現状

o．2．1工業化諸国

3．2．2発展途上諸国

3．2．3移行諸国

3．3　協同組合法制の現在的な趨勢

3．3．1協同組合立法への参加的アプローチ

3．3．2国家の役割の調整的機能への限定

3．3．3協同組合の構造と組織についての柔軟性
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3．4　協同組合法の内容 5．3 協同組合運動

3．4．1カバーすべき主要問題

3，4．2overachi㎎な規定 6．協同組合内部の構造的1

3．5 協同組合法制のハーモナイゼーション 6．1 全般的考察

6．2 統合の二つの形態

4協同組合支援サービス 6．2．1 水平的統合

4．1 はじめに 6．2．2 垂直的統合

4．2 協同組合が求める支援サービスの主な種類 6．3 協同組合統合の典型

4．2．1 教育、訓練および情報 6．4 協同組合の統合シフ

4．2．2 助言、コンサルティングサービス 要問題

4．2．3 中央（プール）サービス 6．4．1 法的に規定された禿

4．2．4 研究 に設立する統合シス

4．3 工業化諸国、移行諸国および発展途上諸国 6．5 政府と協同組合統合

4，4 協同組合開発における優れた実践

7．国際的協同

5．社会的パートナーの役割

511　雇用者組織 第3章 結諭

5．2　労働者組織

第1旦21世紀1二向かう協同組合
CooP8rativ8s tOWardS th8 tw8nty－firs

2　協同組合の可能性 業と多様なサービス部門て

The　potential　of COOPeratiVeS ロボットや通信といったノ

合員が存在する。

2．2経済的諸活動 欧州では、1970年代と1

同組合と労働者協同組合プ

生産協同組合と労働者協同組合（ProduCtive くが合同して、欧州労働

and　Workersl　CooPeratives） （CECOP）を設立した。今

同組合・100万人の組合j

生産協同組合と労働者協同組合は、1960年 「社会的協同組合」と「参1

から1986年までの間に、組合員を約50％拡大 会の「杜会的経済」グルー

した。「産業、手工業、およびサービス生産協 のプラットフォームであ｝

同組合国際組織」（CICOPA）によれば、1986 足がかりとなっている。う

年には、約600万の組合員が組織されていた。 源と組合員構成は様々でヨ

f云統的に、常に多数を占めていたのは、重工 門職の協同組合である。つ
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6協同組合内部の構造的変化

協同組合統合の典型的な特徴

協同組合の統合システムに関連する重

法的に規定された統合システムと自由

に設立する統合システム

政府と協同組合統合システムの間の関係

tw8nty－first　c8ntury
業と多様なサーヒス部門であった。今日では、

ロボットや通信といったハイテク分野にも組

　欧州では、1970年代と1980年代に、生産協

同組合と労働者協同組合が再生され、その多

くが合同して、欧州労働者協同組合委員会

（CECOP）を設立した。今日、CECOPは5万協

同組合・100万人の組合員を代表している。

「社会的協同組合」と「参加型企業」も欧州議

会の「杜会的経済」グループにとっての特別

のプラソトフォームであり、欧州委員会への

足がかりとなっている。労働者協同組合の起

源と組合員構成は様々である。あるものは専

門職の協同組合である。彼らは、既存の市場
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が体現する価値にも、非市場経済が体現する

価値にも幻滅し、農業や手工業での生産（た

とえば英国の印刷や有機食品の協同組合）を

始めた人びとである。他方には、仕事を求め、

多様な種類の知的・文化的サービスを提供す

ることをめざす小規模の知識人グループがあ

る。欧州労働者協同組合の最初の成長が、オ

ルタナテイブな経済を確立したいという願い

によって推し進められたとすれば、この15年

間の協同組合の増加は、かなりな程度、失業

や経済の再構築、企業の買収によるものであ

り、次いでそれらが革新への趨勢を促したの

であった。

　地方自治体や州、支援組織と並んで、一連

の政府のイニシアテイブや法制的な変革が、

フランスやイタリア、英国を初めとする、多

くの欧州諸国において、生産協同組合による

雇用創出（とくに若者や障害者グループのた

めの）を可能にした。フランスでは「gmupe－

ment　dlinteret㏄㎝omique」という組織形態が、

厳密に法制化された協同組合形態に加えて導

入された。これは、手工業者や小売商、輸送

運転手をはじめとする、小規模協同組合タイ

プを組織するためのものである。フランスに

おける協同組合手工業部門には1000グループ

が含まれ、概算で11万企業・18万従業員が組

合員となっている。それは、フランスで生産

される手工業の全国的な売上のわずか1％を数

えるに過ぎないと思われるが、それにも拘わ

らず、手工業の他の部分よりも著しく速く成

長していると言われる。

　イタリアでは政府が協同組合の形成を支持

して、高い資格と企業家精神を持ちながら失

業している人びとによる新たな生産協同組合

に対して、その設立当初の期間（3年間まで）、

融資を行っている。これによって組合員は、

経営困難にあった企業を買収するか、まった

く新たなベンチャーをつくりだすことになる。

1975年から1985年の間に、イタリアでは、30

人から1OO人規模の企業合計1000杜が、従業員

によって協同組合方式で買収された。またス

ペインでは、同じ期間に、同じ原則を用いて、

1，300以上の労働者有限会社が設立され、約5

万人の雇用を創出したと見られている。合衆

国では、従業員に対する同じような構造的な

危機が存在する場合、従業員持ち株所有計画

（ESOP）が、労働者協同組合よりも一般的に

用いられている。1990年に、合衆国の人口の

30％が、従業員が資本の15％以上を所有する

企業に雇用されていたと思われる。だがここ

でも、1000の生産協同組合が約10万人の労働

者と1200万人の有給職員を雇用していた。

　中東欧の旧中央計画経済諸国の生産および

労働者協同組合は、これらの国では支配的な

形態の協同組合だったが、変化を経験し、今

も変化しつつある。かつては、組合員となる

ことは強制的であり、指導者は選出されるよ

り任命されることが多く、所有権は組合員の

手に完全にはなかった。多様なモデルの「民

営化」が開発され、今も開発されつつある。

現実に多くの国で最初に採られたのは、第一

次協同組合の第二次、第三次組織への加入を

任意とすることであった。だが、内部の民主

化や、市場経済における自らの役割について

の誤解、協同組合に対する全般的な悪評は、

集団的資産（co11ective　prope血y）の所有権の区

分をめぐる問題と並んで、多くの場合、民営

化を容易に進ませなかった。競争に適応する

必要と一体の、こうした困難によって、多く

の生産協同組合が消滅するに至った。

　ポーランドでは、新しい協同組合法が早く

も1982年に導入され、協同組合と国家の間の
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深刻な経済不況や高い失業率に直面した地域

圏で、地域的・国際的な市場の条件に上手に

適応している。

　モンドラゴン協同組合は、家庭電化製品や

ロボットといった多様な産業で35年間活動し、

23億USドルの年間事業高をあげている。これ

は、この種の協同組合がもつ所得産出の可能

性を劇的に示す実例である。

　フランスでは、労働者生産協同組合（SCOP）

が、若者たちに自分たちの仕事をつくりだす

機会を、しばしば提供している。若者たちは、

類似の資格や補完し合う資格をもつ他の若者

とともに、あまり多くの初期投資をする必要

なく、仕事をつくりだすことができるのであ

る。政府によって与えられる課税その他の誘

導策によって、彼らは、生産的な活動の開発

に従事することが可能となっている。その活

動分野は、インターネット・ウェブサイトの

作成と開発、楽器の製造と補修、建築、デザ

インなど、多岐にわたっている。

　イタリアでは、政府が開発融資協同組合の

設立を奨励し、この協同組合を通じて新たな

労働者協同組合への融資が行われている。こ

の新しい労働者協同組合の組合員は、高い資

格を持ちながら、最近失業した労働者で、協

同組合形態によって、病んだ企業の再建ない

しは新たな企業づくりの貢任を引きうける者

である。この場合の政府の助成は、その当事

者に平均的な失業手当の3年間分を支払うこと

である。

　1994年、移行諸国（独立国家共同体CIS、お

よび中東欧諸国）のICA会員協同組合には、

生き残った半国家的「協同組合」ないしは近

年つくられた協同組合の組合員資格を有する

組合員が8900万人存在した。これらの協同組

合は全体として、15歳から60歳の人口の39・

3％を占めていた。1994年に家族が平均3人か

ら構成されていたと仮定すると、これらの国

で協同組合活動に直接関わる人口は、2億2600

万人、全人口の70％に達する。

　発展途上世界では、生産および労働者協同

組合は、中国とインドで一貫して際立った存

在であった（インドで、組合員2500万人、国

内穀物生産の25％、砂糖加工の65％、手織り

の58％）。生産および労働者協同組合の存在は、

ラテンアメリカ諸国でも重要で、農村に電話

や電気を供給している。大部分のアフリカ・

アジア諸国では、政府の支援が欠如している

ため、ほんのわずかしか存在できなかった。

例外は、タンザニア連邦共和国（1991年で171

組合）とジンバブエ（1991年で124組合）であ

る。これらの協同組合は数百人の就労を創出

することに成功したが、長期的に持続可能で

あることを証明できず、構造調整の犠牲とな

る公算が高い。インドネシアとスリランカで

は、少数の労働者協同組合が人口的・経済的

状況の結果、生まれてきたが、就労創出とい

う意味ではこれらも重要ではなかった。

　生産協同組合が多様な形態と活動部門を持

っていることから、その発展と地理的普及の

現実的可能性が与えられている。事実、この

ことが、そのカバーする諸部門の経済的発展

に特別の寄与を行い、それらの部門における

雇用を創出ないし確保を可能にしている。

　欧州市場経済諸国では、生産協同組合がリ

ベラルな法制によって、その特殊性と協同組

合原則を尊重しながら、コミュニティレベル

と国際的レベルにおいて活動を発展させると

ともに、この趨勢が、他の地域圏でも生まれ、

発展していくことが期待される。

　たとえば発展途上国では、農業部門では吸

収できない、ますます数を増す農村労働者や、
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ばマルチステイクホールダー組織と呼ばれて

いる。

　一般的に言って、新しい協同組合がますま

す生まれるようになっている背景には、次の

ような状況がある。すなわち、国家によるに

せよ（主として工業化諸国、とりわけ欧州で

の）、半国家的協同組合によるにせよ（主とし

て移行諸国）、あるいは家族やより大きな共同

体によるにせよ（とりわけ発展途上諸国であ

るが、それだけに限らない）、旧来の杜会保障

システムが、もはや維持できなくなり、必要

と思われるサービスの供給において深刻なギ

ャップが放置されていることである。

　新しい協同組合はしばしば、大部分の負担

をひき受けなければならない女性たちが、社

会サービスを家族に届けさせることをより容

易にし、また、それ以外には容易に仕事を見

つけ出すことができなかった人びとのために

雇用をつくりだしている。そうした事業を始

めてきた協同組合はしばしば、他の協同組合

や、協同組合連合会、公共開発制度、雇用者、

労組、福祉団体、教会、あるいは地方自治体

といった各組織との、パートナーシップある

いはネットワーク機構において活動している。

こうした領域に総合的な機能をもつ既存の協

同組合は、自分白身の経済的な潜在力に通常

より多く頼っているが、この目的のために対

外的な結びつきを維持することもできるし、

現にしているところがある。多くの場合、新

しい協同組合は、国家が社会サービスの供給

から手を引き、それらのサービスを外部委託

したという状況への、反応である。単なる経

済目的以上に社会的な包容（inCluSion）が目

的とならなければ、多くの重要な杜会的必要

が満たされないままであろう。大部分の協同

組合および彼らが地域の問題について持って

いる知識の独自の組み合わせを性格づけるも

のは、まさにこの杜会的包容である。その上

に彼らは、これらの問題を解決する地域的な

潜在力を持っているのである。このことの自

覚の上に、「社会開発世界サミット（Wor1d

Summit　for　Soci刎Deve1opment）」（コペン

ハーゲン、1995年3月）に集まった国家と政府

の首脳から成る署名者たちは、「宣言と行動計

画（Dec1arationandProgramme　of
Acti㎝）」に調印したのである。同文書は、社

．会発展における協同組合の重要性を紛れもな

く強調し、「社会的な開発目標の達成のために、

協同組合の潜在力と貢献を十分に活用し、発

展させる」ことを約束したのである。

2．3．2杜会的サービスの

　　　協同組合的供給の趨勢

社会的サービスの協同組合的供給

　多くの保健協同組合（供給者と顧客の双方

の）、多くの住宅協同組合と様々な消費者協同

組合が、彼らの予防とリハビリのプログラム

の延長として、社会的ケアサービスを供給し

ている。日本では、農業協同組合と消費者協

同組合の両方が、高齢者にケアを供給してい

る。健康増進や杜会保障、協同組合の運営や

ボランテイア活動についての講習が開催され、

指導的な組合員を養成している。3万人以上の

ケア援助者（c鵬　he1pers）がすでに養成を終

え、30の農業協同組合が地域の杜会的ケア機

関との間に、提携の協定を結んでいる。同時

に、農協は訪問看護婦を雇用し、訪問看護・

ボランティアセンターを運営し、食事や移動

入浴、在宅ケア支援を提供し、いくつかの保

健／杜会的ケア施設を維持している。いくつ
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動する多くの非営利組織が、協同組合原則に

従って働いているが、チャリティとして登録

されている。フイランソロピー的な働き方の

強弱は、個人の判断に任されている。

社会サービスの協同組合活動の雇用効果

　杜会サービス協同組合がつくりだした追加

的就労の数は、もしそれが、社会サービス協

同組合でつくりだされた新規就労を数えるだ

けでなく、（公共部門や非営利／福祉組織など）

他の部門で消失した就労数をも知っていなけ

ればならないということを意味するのであれ

ば、今までのところ、正確にはつかまれてい

ない。ただ、主として杜会サービスに従事す

る新規協同組合の数の成長から判断すると

（フインランドだけで1993年から98年の間に

700以上の協同組合がつくられ、そのうち330

が労働者協同組合であった）、積極的な純雇用

効果があったことは間違いない。スウェーデ

ン社会的経済研究所が1996年に行った研究は、

その雇用効果がかなり重要なものであったこ

とを示している。そこで検討された20のケー

スは、劇的な成長率を見せていて、絶対数か

らよそでの損失を差し引いた後でさえ、公共

機関でも民間機関でもカバーできない、杜会

サービスその他の分野における就労の増大は、

きわめて明白であった。

　一般的に、供給される杜会サービスの質は、

サービス・スタッフの雇用・労働条件に左右

される。このことは、それらのサービスを供

給する協同組合にも、同じように当てはまる。

大半の国では、利用者所有の協同組合は、社

会的ケアないし保健ケアの職員を雇用する際

に、法的に規定された最低賃金水準と公共的

に合意された料金体系に従うことを義務づけ

られている。協同組合が、自分たちの労働条

件を左右する意思決定に影響を及ぼすよう、

スタッフにより多くの機会を与えるとしても、

困難な財務状況や、有資格の職員をより少な

く雇用するために、労働条件の不安定性を増

すことになるかも知れない。供給者所有の協

同組合における労働・雇用条件は、自分たち

が直面する法的・財務的状況によって大きく

変動することになるだろう。最低限の保護と

労働条件は適用されるべきであるが、それら

も、初期の資本不足によって妨げられるかも

知れない。労働者協同組合の活発な組合員は、

税制上、従業員として扱われるかも知れない

が、労働者保護ないし強制保険については、

そうでないかも知れない。他方、第二次レベ

ルで協同する専門的供給者が、自己雇用者

（se1f－emp1oyed）として見なされ続けるかど

うかは、分からない。

　すべてのサービス産業におけるのと同様に、

一つの問題が協同組合にとって決定的である。

そこで働くメンバーが、よそで働くよりもよ

い収入を得られるかどうかである。このこと

は、もしかしたら医療ケアないし杜会的ケア

のスタッフにとっては多分、あまり問題にな

らないかも知れないが、組織が経営スタッフ

に競争的な賃金および／またはボーナスを支

払えない場合には、しばしば隆路が拡大する

のである。

2．3．3協同組合杜会サービスの未采

　この10年間に、協同組合保険と保健協同組

合、協同組合薬局、その他の協同組合が、そ

の組合員と従業員に対して杜会的・保健的な

利益を提供しようと、さまざまな戦略的・戦

術的な同盟を相互の間につくりだした（たと
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する州および地方政府の関心を、多分に反映

したものである。（しばしば地域コミュニテイ

を含めた）マルチステークホールダー協同組

合と、均質な協同組合グループ（とくに生産

および労働者協同組合）、営利企業、ないしは

同じように福祉指向のNGOとの間の主要な違

いは、活動を始める前に、多くの問題につい

て内部的な妥協に達することが必要な点であ

る。一方では、このことが高い意思決定コス

トを生み、より多くの時間もかかるかも知れ

ない。だが、そのことを補って余りある大き

な長所がある。それは、ボランテイア労働が

通常、大きな役割を果たすこと。このモデル

には消費者と生産者が並んで、多様な組合員

がいること。そして、労働者が通常、経営の

一員であること（NGOや大半の営利企業と対

照的に）である。このことが、より厳格なコ

スト管理と機会主義的な行動（opportunistic

behaviour）の抑制を通じて、効率性を向上さ

せ　　ひいてはコストの透明性を拡大するの

である。さらに、サービスの提供方法につい

て消費者が意思決定に参画することは、社会

サービス市場に付き物のいくつかの問題を除

去する。すなわち、非対称的な（aSymmetriC）

情報が供給を左右しコストを押しつける度合

いが著しく低下すること。顧客が供給とコス

トに部分的に責任を負うことによって、自分

たちの好みを直接に伝えられるようになり、

一定の影響力を持てること。サービスを乱用

する傾向がはるかに少なくなること、である。

　これらのモデルが、さらに発展し広く採用

されるようになれば、それらがコピーされる

可能性は、きわめて高いと思われる。発展途

上国や移行諸国の必要を考慮すると、とくに

そう思われる。

　1990年代半ばに行われたグローバルな研究

の中で、「国際連合・政策調整および持続可能

発展部局United　Nations　Departm㎝t　fOr　Po1icy

Coordination　and　Sustainab1e　Deve1opment」は

（ICAとの緊密な協力の下で）、杜会部門の協

同組合企業が成功裏に発展するための主要な

要因を、次のように画定した。

＊公式の公共部門（foma1public　sector）が、

貢任と有効性をどれだけ示すか

＊法的・行政的環境の性格：これは、立法者

や大臣、役人の考え方によって左右される

＊政策形成者に対する他の利害関係者からの

圧力（ここには、市民、協同組合人、労働組

合活動家、社会運動のメンバー、保健・杜会

ケアの専門職、ならびに民間営利企業の代表

者が入る）。このそれぞれが、独自の考え方を

持っている。

＊特別に関与する少数の個人が触媒的なエネ

ルギーを発揮できるかどうか

＊より広い協同組合や他の社会運動の支援を

得られるかどうか

2．4公共生活および市民杜会における

　　協同組合の役割

　　（The　rO1e　of　cooperatives

　　in　public　life　and　civi1society）

2．4．1　はじめに

　「市民社会」という用語は、家族のネット

ワークと政府機構、および事業組織の間に存

在する社会組織に関わるものである。すなわ

ちそれは、公式・非公式の集団、結杜、連合、

権利擁護および圧カグループ、市民のイニシ

アテイブに関わる言葉である。権威主義的一

党国家においてのみ、市民社会は、政府に対

する脅威および反対勢力と見なされる。
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グループに限定された連帯が、協同組合の力

の主要な源泉であり、存在意義であると信ず

る人びとから、関心をもって見られた。

　協同組合は、その独自の方向性から、組合

員の利益の増進に適合している。にも拘わら

ず、それは一般公衆に対する間接の積極的な

影響力を持っているのである。たとえば、消

費者協同組合は、消費者保護の基準や（スイ

スのミグロス・アンド・コープ）、環境保護の

基準を設定している（日本では、消費者協同

組合が、ごみのリサイクルを先駆け、混雑し

た都市では電気自動車を使って配達しており、

農業協同組合が有機農業に専門的に取り組ん

でいる）。住宅協同組合も杜会的な住宅づくり

の一般的基準を設定し、労働者協同組合は雇

用を創出している。また、協同組合銀行は、

手段の限られている人びとに対して、地域で

利用できる銀行サービスヘのアクセスを保障

している。

　組合員の利益を守ることによって、協同組

合は同時に、特定の住民グループ（小農、消

費者、預金者など）の利益を守っているので

ある。協同組合は、一般公衆に対して、経済

活動が必ずしも利潤や資本所有者利益の最人

化に向けて運営される必要はなく、質の向上

や財とサービスの価格の低減を進めて、必要

本位に運営できることを示している。

　相互に多様な協同組合において、剰余は、

将来の発展のために不分割積立金に保管され

るか、組合員が決定したやり方で、コミュニ

テイヘの関与の原則に合致した、」般的利益

となる活動への資金として提供される。

　大半の国では、協同組合は政党と距離を保

っている。だが、協同組合政党が存在する国

（たとえばイギリス）や、一国の協同組合が、

それぞれが多様な政党と近い関係を持つ、多

様な運動に分割されている国（たとえばベル

ギー、イタリア）もある。農業協同組合は、

保守政党を支持する傾向がある。これに対し

て、消費者協同組合や住宅協同組合、労働者

協同組合は、社会民主主義政党により近い。

協同組合の指導者は、しばしば権利擁護グル

ープのメンバーでもある。さらに言えば、協

同組合は市民社会を支援しているのである。

　協同組合の市民社会に対する主要な貢献は、

それが民主主義の学校であるということであ

る。協同組合では、組合員と草の根レベルか

ら国際的レベルまでの選ばれた代表が、目標

設定の民主的管理と意思決定過程に参加する

ことができるからである。開かれた組合員制

の原則を通じて、協同組合は、あらゆる生活

階層の人びと、若者と高齢者、男女に、訓練

の場を提供する。正直、透明性、公正、平等、

社会的貢任、連帯、集団の規律への自発的な

服属、他人への配慮、ならびにコミュニテイ

ヘの関与、という価値を実践し検証する訓練

場である。事実、多くの政治指導者は、協同

組合の組合員としての民主的意思決定と管理

の中で、基本的な教訓を学んできたのである。

　国家が社会・保健サービスから撤退したこ

とによって、こうした分野での自助活動が活

発化し、協同組合が、代替的な、利用者主導

の、民主的に管理され、地域に根差した、利

用しやすい価格によるサービス提供システム

をつくりだすような、戦略を開発することを

促している。

　協同組合は、環境保護においても積極的に

なっている。たとえば、日本の消費者協同組

合の組合員は、自分たちの協同組合を通じて、

水道水の質を検査し、そのテスト結果を地方

政府に注目させている。スイスの消費者協同

組合は、環境に安全な製晶を積極的に振興し
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ている。英国の協同組合銀行とドイツの「エ

コバンク」は、環境に有害な事業に融資する

ことを拒否している。マルチステーク協同組

合（たとえば英国のコミュニティ協同組合や、

イタリアにおける杜会連帯のための協同組合）

は、社団や白助グループ、NGOが作成した計

画を実行に移すことによって、また、差し迫

った地域の問題を解決するために、ボランタ

リー組織や協同組合起業家、コミュニテイの

努力を結び合わせることによって、市民社会

を強化しているのである。

第2章 『成功のための前提薫件」

3　協同組合法

　（CooPerative　Legislation）

3．1協同組合法の諸形態

　協同組合の法的環境は、狭義の協同組合法

（すなわち、協同組合法や定款、内規）ならび

に重要な国際協定および基準、各国憲法およ

び協同組合が活動する経済・杜会の領域を規

制する各種法律にまたがっている。本章は、

狭義の意味での協同組合法の現状とその動向

に焦点を当てる。

　協同組合法の必要性は、次の点に求められ

る。すなわち、私企業と比べた協同組合の独

自のアイデンティティを確立し、協同組合を、

第三者との契約関係を結ぶことのできる法的

実体（1ega1entity法人）として認め、各国の協

同組合政策を実施することである。

　協同組合法は、さまざまの形態において見

ることができる。

＊国内のあらゆる種類の協同組合を規制する

一般協同組合法（genera1cooperative1aw）。最

も一般的な協同組合法の形態であって、たと

えば、ブラジル、コート・ジボワール、ドイ

ッ、ハンガリー、インド（連邦と州の両方の

レベルで）、ヨルダン、ケニア、メキシコ、ス

ペイン、タイに見ることができる。ある場合

には（たとえばベトナム）、この法律は、部門

別の個別規制によって補完されるときに初め

て機能することとなる。そのための規則は、

政府が採択しなければならない。

＊各種類の協同組合のための個別法（sepaエate

1aW）。いくつかの国（たとえばエチオピアや、

日本、ルーマニア、ウルグアイその他）では、

協同組合部門ごとに特殊法が採択されてきた。

ますます多くの国が、あらゆる種類の協同組

合をカバーする一般協同組合法を採用するよ

うになってきた。ただし、貯蓄および信用協

同組合（あるいはクレジット・ユニオン）は

例外で、このための特殊法が制定されている。

＊より一般的な法典における特別の章。民法

（たとえばスウェーデンのOb1igationenrecht）、

商法（たとえばベルギー、部分的にはチェコ

共和国、ギネア、ないしは農村法（たとえば

フランス）、ないし会杜法の一部として（たと

えばニュージーランド）

＊より一般的な組織法を協同組合に適用する

ことを選択できる特殊規定（英国における産

業・節約組合法のような）

＊若干の国（中国、デンマーク、ノルウェイ、

合衆国のいくつかの州）では、協同組合に関
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する特別法を採択していないが、これは例外

的である。他方の極端として、ガイアナ、イ

タリア、メキシコ、ナンビア、スペイン、タ

イがある。ここでは、協同組合に関する特別

規定が国の憲法の中に含まれている。

＊連邦国家では、協同組合法は各種の形態を

とりうる

　　一般・連邦協同組合法があるが、州法は

ない（たとえばブラジル、ドイツ）

一一連邦法はないが、州協同組合法がある

（たとえばオーストラリア、合衆国）

一一連邦法と州法がある（たとえばカナダ、

インドー「州際協同組合」に関してのみ）

　上に概観したような多様な選択には、それ

ぞれ長短があるが、協同組合の法人化と登記

を可能にし、協同組合が商業ないし金融上の

取引を行う者が信頼できるような、協同組合

の特別法が必要である、というのが、近年生

じている一般的見解である。さらに、より満

足できるタイプの法律は、都市と農村、第一

次と第二次の、あらゆる種類の協同組合をカ

バーし、それらを単一の省庁ないし政府機関

の所轄の下に置くものである、というのが一

般的感触である。この種の制度は、協同組合

が他の専門官庁との作業関係を固定するのを

防ぐことはもちろん、協同組合運動自身が細

分化するのを避けるものである。この細分化

は、協同組合が異なる法律によって登記され、

政策的に異質となるような、別々の公共機関

によって監督される場合に起こる。

　民主的かつ市場志向の国家においては、協

同組合法は、民間に所有される組織に与えら

れる法的枠組みの一部でなければならない。

その法律は、協同組合が自律的に活動を発展

させることができるような枠組みを、協同組

合に与えるものであるべきである。協同組合

法はまた、当然公共部門に属する監督機関の

機能と権限について、詳細な指示を課するも

のであってはならない。

3．2協同組合法の現状

　協同組合法は、その他のいくつかの法律と

同様に、静的なものではなく、それぞれの国

の杜会的、政治的、経済的な状況の変化を反

映して進化するものである。経済活動のグロ

ーバル化や情報技術の進歩といった、それら

の変化のいくつかは、グローバルな性格を持

ち、世界のあらゆる国に影響を及ぼす。こオし

に対して、その他の条件は、国々の一定のグ

ループに対して、より特殊に作用する。次の

パラグラフは、様々な国ごとにそれらの条件

が協同組合法にもたらす影響を描くものであ

る。

3．2．1工業化諸国

　近年、西欧や北米、ニュージーランド、オ

ーストラリア、日本の協同組合法に加えられ

た変更は、本質的に、十分な柔軟性を協同組

合に与えて、その原則と民主的管理を放棄す

ることなく、協同組合が高度に競争的な環境

に適応できるようにしようという、立法者の

願いから生み出されている。1990年代に採用

された、多くの協同組合法ないしその改定は、

協同組合による資本動員の新たな形態を導入

するものであった（たとえば、フランス

［19921、ドイツ［19941、オーストラリア［NSW，

19971、カナダ［19981）。これらの法律は、協同

組合が資本市場に上場（raiSe　equity）するが、

投票権の上眼を決定し、非組合員投資家が協
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法律の主要な対象となる圧倒的多数の人々が

文盲、ないし国の公式言語に親しんでいない

場合には、主要な土着言語による素人向けの

法律解説をつくり、全国的な大衆化キャンペ

ーンを組織することが勧められる。そうした

キャンペーンは、たとえば、カメルーン

［19931や、インド（アンドラ・パデッシュ）

［19961、マラウイ［19991、ナンビア［19971、ベ

トナム［1997］で成功裏に始められた。同様な

動きとして、工業化した大部分の諸国の協同

組合全国組織が、国の協同組合法制について

の簡単な案内や解説版をつくり、多くの組織

が今ではインターネットを用いて、法律の規

定を大衆化し説明している。

3．3．2国家の役割の調整的機能への限定

　本報告には、協同組合開発における政府の

役割の変化に関する広範な議論が含まれてい

る。その点については、ここで繰り返す必要

はないであろう。したがって本パラグラフで

は、この役割の変化が、現代協同組合法制に

対してどのような影響を与えたかを述べるこ

ととする。とりわけ、協同組合の設立と管理、

監督において国家が決定的役割を果たした

国々における影響についてである。

　この10年間に採用された、事実上すべての

協同組合法が、協同組合の諸問題における、

政府のこれまでの包括的な役割を、次のよう

な純粋に法定的な（StatutOry）役割に限定して

いる。

＊協同組合の登録

＊協同組合の解散と清算

＊協同組合が協同組合法を選択する場合の管理

新しい法律は、振興的な役割を管理的役割か

ら分離し、公共の利益に関わる場合を除いて、

いかなる形でも協同組合の内部問題に公行政

が干渉することを防止している。さらに、い

くつかの法律には、法定要件に合わせて必要

な行政手続きを分権化・迅速化するために設

けられた規定が含まれている。

調整的役割に貢任を負う機関の位置づけが重

要である。協同組合運動が多部門的な役割を

果たす場合には、農業省や商業省といった専

門省庁からそれを分離して、地方行政や商業

会議所（chamber　of　commerce）ないしは協同

組合運動自身に属する機関などのような中立

的団体にこれを移すことが有意義となる。協

同組合開発に対する国家の役割において重要

なことが、国の協同組合法の管理に責任を負

う公的機関の規模と名称、管理機構の決定に

あることは明白である。多くの国では、新し

い自由主義的な協同組合法を採用するや、協

同組合の監督に責任を持つ政府の役人の数が

急激に減少するようになり、ある場合には、

行政機構丸ごとがきれいさっぱり消滅してし

まった。

3．3．3協同組合の構造と

　　　組織についての柔軟性

　協同組合法制に柔軟性を与えることは、重

要な課題であり、それは三つの領域に分ける

ことができる。

＊協同組合原則に従って活動するが、一人前

の協同組合に期待される十分な事業基盤を設

立することができない組織を、法的に認知す

ること。このことは、上述の「簡便化された

仕組み（simp1iied　stmcture）」に関わるもので
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要件を満たしてはいないが、協同組合原則に

従って機能するボランタリー組織である。「簡

素化された機構」という概念は、「前期協同組

合（pre－cooperative）」に置き換えられる。暫

時的な定款を持ち、「完全な」協同組合に転換

するか、試験期間の後に消滅するかを選択す

るものである。簡素化された機構の例は、カ

メルーンの1992年協同組合法、で設置された

「協同発議グループ」と、1997年イタリア協同

組合方に含まれた特別規定による「小規模協

同組合（sma11cooperative）」である。

協同組合法は、補完性（subsidiarity）の原則

を尊重しなければならない。この原則は、す

べての協同組合が、自分自身の意思決定の主

体であることを要求するとともに、その意思

決定が公共の利益や第三者に影響を及ぼす場

合を例外とする、というものである。このこ

とは、実践的には、個々の協同組合の権限を

越える事項だけが、協同組合法を通じて規制

され、その他のすべての事項は協同組合の定

款（規則）で定めることができる、というこ

とを意味する。にもかかわらず、協同組合法

は、その性格を擁護し、および規則・規制・

法令によって変更可能であることを強調する

ことにおいては、十分詳しくなければならな

い。このことは、選択的な法令によって補完

された場合にのみ、法律が機能する国におい

ては、とくに重要である。

協治（ガバナンス）と

経営（Governance　and　management）

　協同組合法が少なくともある程度まで対象

とする必要がある、主要な事項は、大規模協

同組合をはじめとして、経営陣（themamgement）

と理事会の間の権限を分離する問題である。

両者の区別がされず、それぞれの権限が明瞭

に規定されていない場合には、対立や運営上

の非効率につながるような状況がしばしば発

生することを、経験は示している。概念上は、

一方の理事会は真の意思決定機関であり、他

方の経営者は従業員にすぎない。だが実際に

は、一般組合員の中から選出される理事会が、

今日の複雑な事業環境を理解し、適切な意思

決定を行うことは、きわめて困難である。そ

れゆえ最近の協同組合法は、理事会が広範な

政策的枠組みと協同組合の事業計画の決定に

自らの権限を限定し、この政策の現実の遂行

は、職業的な経営役職員が行うことを、しば

しば定めている。

　適切な抑制と均衡（check㎝d　ba1ance）が適

所に存在しない場合は、大規模協同組合が事

実上、職業的な経営者の統制下に置かれる危

険性が高くなる。それゆえ協同組合法は、経

営機関と意思決定過程の透明性を保障し、協

同組合における意思決定の民主的性格を守る

上で役立つ規定を、通常含むべきである。

資本形成

　十分な額の資本を調達することの困難は、

多くの人によって、協同組合概念の主要な障

害と見られている。協同組合企業に対する財

務的貢献が（「一人一票」という規則のために）

権限という形で報われず、（多くの協同組合法

が出資に対して支払う利子率を相対的に低く

定めているために）配当という形で報われな

いがゆえに、個々の協同組合員には、定款で

定められた口数以上の出資持分を取得しよう

とする動機をほとんど持たない。それゆえ資

本形成に関する限り、協同組合が他の種類の
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の、その他の協同組合法は、法律で全国的な

協同組合の最上級組織（apex　organization）

を法律で設置し、それによって協同組合運動

から主導性を奪っている。そして最期に、い

くつかの協同組合法は、協同組合運動の垂直

機構の「段階（tierS）」を定め、それによって、

協同組合が必要もなく持続可能でもない中間

機構をつくることを義務付けている。この種

の規定は、協同組合の競争性に否定的な影響

を与えるもので、リベラルな環境と両立しな

い。

協同組合支援サービスヘの責任

　融資、ならびに教育・訓練・事業上の助

言・外部監査といった主要な協同組合支援サ

ービスの提供については、本章で後に述べる

が、ここではそれらのサービスに関する法律

的な側面についてのみ検討する。（発展途上国

をはじめ）多くの国では、国家が上記の支援

サービスに対して事実上の独占権を握ってい

た。そこでは、JCC（ヨルダン）やCENAPEC

（コートジボワール）、CPD（タイ）、あるいは

INC（ペルー）といった登録長官事務所や半

国家的機関が、それらのサービスを提供して

いた。だが、この独占は、協同組合監査への

貢任を例外として、協同組合法では決して安

泰ではなかった。

　多くの国の協同組合法は、協同組合が年1回

ないし2年に1回の外部監査によって確認され

た財務記録を保存することを義務付けている。

この種の規定は、通常の会杜法と変わりがな

い。だが、協同組合法では、協同組合の外部

監査が、登録長官ないしは「協同組合長官

（Commissioner　of　cooperatives）」の独占的領域

であることを、しばしば規定している。これ

は、しばしば協同組合が、自前の監事を雇う

権利や、協同組合が有する監査組織を設置す

る権利をなくすためである。これらの規定は、

協同組合開発についてのきわめて家父長的な

見解を反映したもので、協同組合の白律性を

弱め、競争を歪めかねないものである。した

がって現代法は、外部監査を行わなければな

らない場合の条件を定め、協同組合監事に求

められる最低限の資格を特定するだけで、適

切な人ないし（監査）企業を見つけ出すこと

は、協同組合に任される。いくつかの国では、

協同組合が民間の監査サービスを受ける余裕

がない場合、登録長官が、「最後の拠り所」と

して残っている。多くの工業化諸国では、現

在は、協同組合運動に所属する組織が、協同

組合の法定監査を実施している。オーストリ

アとドイッでは、協同組合監査団体
（Pruf㎜gsverband）の会員であることが、登記

の前提条件である。

3．4．2overachingな規定

　協同組合は、他の企業形態に劣らない対等

な条件において活動する権利を有するべきで

ある。このことは、国家が一定規模の企業や、

一定の協同組合部門ないしは一定の地域を振

興するために提供する、すべての便宜や特権

を、協同組合が活用できるようにすべきであ

る、ということを意味している。それは、協

同組合が特別の特権を享受すべきだという意

味ではない。そのようなことになれば、協同

組合の地位に関連した便益を受けることを唯

一の目的とする、偽の協同組合が不可避的に

形成されることになるからである。この原則

の唯一の例外は、剰余に対する課税控除であ
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